
　

議
会
基
本
条
例
は
、
市
民
と
市

議
会
と
の
あ
り
方
や
議
会
の
責
務

な
ど
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条

例
で
、
議
会
改
革
を
進
め
る
上
で

根
本
基
準
と
な
る
も
の
で
す
。

　

春
日
部
市
議
会
で
は
、
平
成
24

年
３
月
定
例
会
で
春
日
部
市
議
会

基
本
条
例
を
議
決
し
、
平
成
24
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
春
日
部
市
議
会
基

本
条
例
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

前　

文

・
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
に
至
っ

た
背
景
や
、
制
定
す
る
に
あ
た
っ

て
の
決
意
、
及
び
今
後
の
議
会
活

動
に
お
い
て
常
に
念
頭
に
置
く
べ

き
理
念
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。

　

第
１
章　

総
則

★
目　

的　
　
　

   

（
第
１
条
）

・
春
日
部
市
議
会
が
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
目
的
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。

★
条
例
の
位
置
付
け
（
第
２
条
）

・
こ
の
条
例
が
春
日
部
市
議
会
に

お
け
る
最
高
規
範
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

★
定　

義　
　
　

   

（
第
３
条
）

・
こ
の
条
例
を
解
釈
す
る
に
あ
た

り
、
重
要
用
語
に
つ
い
て
全
条
文

を
通
じ
て
同
じ
理
解
を
す
る
た
め

に
定
義
を
し
て
い
ま
す
。

　

第
２
章　

議
会
及
び
議
員
の

　
　
　
　
　

活
動
原
則
等

★
議
会
の
活
動
原
則
（
第
４
条
）

・
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
、
市
議
会
が
団
体
機
関
と

し
て
行
う
活
動
の
基
本
原
則
を
定

め
て
い
ま
す
。

★
議
員
の
活
動
原
則
（
第
５
条
）

・
第
４
条
に
お
い
て
規
定
し
た
議

会
の
活
動
原
則
を
踏
ま
え
、
議
員

と
し
て
の
基
本
姿
勢
や
議
会
活
動

を
行
う
上
で
の
基
本
原
則
を
定
め

て
い
ま
す
。

★
議
会
の
機
能
強
化
（
第
６
条
）

・
議
会
が
組
織
と
し
て
の
能
力
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
行
う
具
体
的

な
取
組
み
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま

す
。

★
政
策
討
論
会       

（
第
７
条
）

・
議
会
と
し
て
の
政
策
形
成
・
立

案
を
行
う
具
体
的
な
取
組
み
と
し

て
、
政
策
討
論
会
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

★
委
員
会
の
活
動   

（
第
８
条
）

・
委
員
会
活
動
に
関
す
る
基
本
原

則
に
つ
い
て
定
め
、
ま
た
委
員
会

の
機
能
を
強
化
さ
せ
る
具
体
的
な

取
組
み
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す

★
会　

派　
　
　
　

（
第
９
条
）

・
市
議
会
に
お
け
る
会
派
の
定
義

及
び
会
派
と
し
て
の
活
動
の
基
本

原
則
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
３
章　

市
民
と
議
会
の
関
係

★
市
民
へ
の
情
報
公
開
の
推
進

　
　
　
　
　
　
　

   

（
第
10
条
）

・
議
会
と
し
て
の
情
報
公
開
を
推

進
し
、
市
民
と
の
情
報
共
有
を
図

る
た
め
の
具
体
的
な
取
組
み
に
つ

い
て
定
め
て
い
ま
す
。

★
議
会
報
告
会　
　

（
第
11
条
）

・
議
会
と
し
て
の
議
決
責
任
を
果

た
し
、
市
民
と
の
情
報
共
有
を
図

る
た
め
、
議
会
は
自
ら
が
直
接
市

民
に
対
し
議
案
等
の
審
査
経
過
や

結
果
等
を
報
告
す
る
議
会
報
告
会

を
開
催
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま

す
。

★
広
報
広
聴
委
員
会
（
第
12
条
）

・
市
民
と
の
情
報
共
有
の
推
進
と

市
民
参
加
の
機
会
の
充
実
を
図
る

た
め
、
市
民
へ
の
広
報
広
聴
活
動

を
専
門
的
に
行
う
機
関
と
し
て
、

広
報
広
聴
委
員
会
を
設
置
す
る
こ

と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
４
章　

議
会
と
執
行
機
関
の

　
　
　
　
　

関
係

★
執
行
機
関
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
13
条
）

・
議
会
と
市
長
等
（
市
長
及
び
そ

の
他
の
執
行
機
関
の
職
員
）
と
の

関
係
の
基
本
的
原
則
を
定
め
、
そ

の
姿
勢
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め

の
具
体
的
な
取
組
み
に
つ
い
て
定

め
て
い
ま
す
。

★
議
決
事
件
の
追
加
（
第
14
条
）

・
地
方
自
治
法
第
96
条
第
２
項
を

活
用
し
て
の
議
決
事
件
の
追
加
に

つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
５
章　

議
会
改
革
の
更
な
る

　
　
　
　
　

推
進

★
議
会
改
革　
　
　

（
第
15
条
）

・
今
後
、
議
会
改
革
を
進
め
て
い

く
に
あ
た
っ
て
の
基
本
原
則
と
具

体
的
な
取
組
み
に
つ
い
て
定
め
て

い
ま
す
。

★
議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬

　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
16
条
）

・
議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬
の
あ

り
方
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
を
定

め
て
い
ま
す
。

　

第
６
章　

議
会
事
務
局
の

　
　
　
　
　

体
制
整
備
等

★
議
会
事
務
局　
　

（
第
17
条
）

・
議
会
活
動
を
補
助
す
る
議
会
事

務
局
の
体
制
整
備
の
基
本
原
則
に

つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

★
議
会
図
書
室　
　

（
第
18
条
）

・
地
方
自
治
法
第
１
０
０
条
第
18

項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
置
く

図
書
室
の
運
営
に
つ
い
て
の
基
本

原
則
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
７
章　

補
則

★
見
直
し
手
続
き　

（
第
19
条
）

・
こ
の
条
例
の
検
証
を
行
い
、
条

例
改
正
等
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
条
例
改
正
等
を

行
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す

　

一
問
一
答
方
式
は
、
市
民
の
皆

さ
ま
が
見
て
い
て
わ
か
り
や
す
い

質
問
答
弁
の
議
論
形
式
を
目
指
し

導
入
を
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
た

び
、
一
般
質
問
を
傍
聴
さ
れ
た
方

々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
ま

し
た
の
で
、
そ
の
結
果
概
要
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
６
月
定
例
会

か
ら
は
、
議
会
基
本
条
例
等
に
基

づ
き
、
実
施
す
る
予
定
で
す
。

○
ア
ン
ケ
�
ト
実
施
日

平
成
24
年
３
月
６
日
、７
日
、９
日

13
日
、
14
日
（
回
答
者
数
16
人
）

Ｑ
１
一
問
一
答
方
式
を
試
行
的
に

取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

・
大
変
よ
い
と
思
う　
　

60
％

・
よ
い
と
思
う　
　
　
　

33
％

・
わ
か
ら
な
い　
　
　
　

７
％

Ｑ
２
一
問
一
答
方
式
で
の
質
問
答

弁
を
聞
い
た
印
象

・
わ
か
り
や
す
い　
　
　

64
％

・
普
通　
　
　
　
　
　
　

22
％

・
改
善
を
要
す
る　
　
　

14
％

Ｑ
３
一
括
質
問
一
括
答
弁
方
式
と

一
問
一
答
方
式
と
の
選
択
方
式
に

つ
い
て

・
よ
い
と
思
う　
　
　
　

50
％

・
一
問
一
答
方
式
に
統
一
29
％

・
ど
ち
ら
か
に
統
一　
　

21
％

15
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春
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会
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を

制

定
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た
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一

答

方

式

に

よ

る

一
般
質
問
を
試
行
し
ま
し
た



２
月
20
日

　

開
会
、
市
長
の
平
成
24
年
度
施

　

政
方
針
の
説
明
、
議
案
第
４
号

　

か
ら
議
案
第
38
号
ま
で
の
上
程

　

・
説
明

２
月
23
・
24
・
27
・
28
日

　

議
案
に
対
す
る
質
疑

３
月
１
・
２
日

　

常
任
委
員
会

３
月
６
・
７
・
９
・
13
日

　

一
般
質
問

３
月
14
日

　

一
般
質
問
、
総
務
委
員
会

３
月
16
日

　

常
任
委
員
長
報
告
と
そ
れ
に
対

　

す
る
質
疑
、
各
議
案
及
び
請
願

　

に
対
す
る
討
論
・
採
決
、
議
員

　

提
出
議
案
の
上
程
・
説
明
・
質

　

疑
・
討
論
・
採
決
、
閉
会

▽
議
会
運
営
委
員
会

２
月
１
日

・
平
成
24
年
第
１
回
（
２
月
）
臨

　

時
会
運
営
に
つ
い
て

２
月
15
日

・
平
成
24
年
３
月
定
例
会
運
営
に

　

つ
い
て

▽
議
会
基
本
条
例
策
定
特
別
委
員

　

会
１
月
13
日

・
一
問
一
答
方
式
試
行
に
あ
た
っ

　

て
の
意
見
聴
取
に
つ
い
て

１
月
23
日

・
条
例
（
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ

　

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
指
摘
事
項
の
整

　

理
と
修
正
案
の
検
討
に
つ
い
て

２
月
１
日

・
条
例
（
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ

　

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
回
答
案
と
修
正

　

案
の
提
示
に
つ
い
て

２
月
15
日

・
条
例
修
正
（
案
）
の
ま
と
め
と

　

最
終
報
告
書
（
案
）
の
提
示
に

　

つ
い
て

▽
図
書
室
運
営
委
員
会

４
月
４
日

・
図
書
費
決
算
、
予
算
に
つ
い
て

▽
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

３
月
19
日

・
議
会
だ
よ
り
第
27
号
の
発
行
に

　

つ
い
て

４
月
４
日

・
議
会
だ
よ
り
第
27
号
の
発
行
に

　

つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年
余
り

が
経
過
し
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に

余
震
が
多
く
、
地
震
が
起
き
や
す

い
状
況
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
、
災
害
に
対
す
る
備

え
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
災
害
対

応
力
を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す

　

特
に
災
害
直
後
は
、
行
政
に
よ

る
公
助
が
届
く
ま
で
家
族
や
地
域

で
協
力
す
る
自
助
・
共
助
が
大
変

重
要
に
な
り
ま
す
。
助
け
合
い
の

仕
組
み
を
家
族
や
地
域
で
話
し
合

い
、
非
常
時
に
備
え
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

  　

  

委  

員  

長　
　

中
川 　

  

朗 

　
　

副
委
員
長　
　

大
野
と
し
子

　
　

委　
　

員　
　

佐
藤　

   

一

       

委　
　

員　
　

金
子　

   

進

　
　

委　
　

員　
　

渡
辺　

浩
美

　
　

委　
　

員　
　

栄　
　

寛
美

　
　

委　
　

員　
　

荒
木　

洋
美

　
　

委　
　

員　
　

鈴
木　
　

保

　

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

　
　

議　
　

長　
　

川
鍋　

秀
雄

　
　

副  

議  

長　
　

武　
　

幹
也

〒
３
４
４
ー
８
５
７
７

埼
玉
県
春
日
部
市
中
央
６
丁
目
２
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
日
部
市
議
会

℡
０
４
８
ー
７
３
６
ー
１
１
１
１（
代
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
線
３
１
１
６

編 

集 

後 

記
。

再生紙を使用しています。

市議会ホームページのご案内

次回の定例会は
5 月2 8 日(月)
開 会 予 定 で す

　本会議の傍聴を希望される方は、市役所本庁
舎３階の傍聴者受付で、住所及び氏名をご記入
の上、傍聴券を受け取り、傍聴席に入場してく
ださい。傍聴席は５６席（車いす傍聴席２席を含
む）です。
　本会議は、通常午前１０時から開催されます。

今
定
例
会
傍
聴
状
況

合 

計

       ３    ２
  ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
  16 14 13 ９ ７ ６ 28 27 24 23 20

 195 ９ 43 31 46 31 32 ０ １ ０ １ １

月 

日 

傍
聴
者
数

主

な

日

程

上
程･

説
明

質

疑

質

疑

質

疑

質

疑

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

討
論･

採
決

平
成
23
年
度
定
例
会
傍
聴
状
況

６ 

月

９ 

月

12 

月

３ 

月

合 
計

定
例
会　
　
　

 

傍
聴
者
数 

一
日
平
均

※

休
会
・
議
案
調
査
・
委
員
会
を
除
く

本
会
議

日　

数
 3 8  11  8  11  8

 664  195  144  152  173

 17  18  18  14  22

　市議会のホームページでは、議員名簿､一般質問発言通告一覧表などを
掲載しています。 　
　また､合併以降（平成17年10月）の市議会本会議の会議録の閲覧･検索が
でき､平成20年12月定例会以降については､インターネットによる本会議
の生中継や録画中継で､議会の様子をご覧いただけます｡録画中継は､「会
議名」、「議員名」、「会派名」、「用語」によって検索し､目的の中継を探す
ことができます。
　なお､情報の更新は随時行いますが、会議録については、定例会終了後、
次回定例会の開会までに更新しています。

16

かすかべ議会だより

24年3 月定例会号

春 日 部 市 議 会 検 索


